
Ⅰ  法人税関係
（1）賃上げ促進税制の強化

賃上げ促進税制について、教育訓練費を増やす企業への上乗せ
措置の要件を緩和するとともに、子育てと仕事の両立支援や女性
活躍支援に積極的な企業への税額控除率の上乗せ措置が創設され、
適用期限が３年間延長されます。

賃上げ率の要件（1.5％、2.5％）及び税額控除率は現行を維持
しつつ、 賃上げの裾野を一層広げるため、赤字の中小企業にも賃上
げのインセンティブとなるよう、繰越控除措置が創設されます。

※ 1  控除上限：当期の法人税額の 20％
※ 2  教育訓練費の上乗せ要件は、上記とあわせて当期の給与等支

給額の 0.05％以上との要件を追加。
※ 3 くるみん認定 or えるぼし認定（2 段階目以上）

② 中堅企業・大企業
従来の大企業のうち、従業員 2,000 人以下の企業については、

中堅企業という新たな枠が創設され、賃上げしやすい環境が整備さ
れます。また、大企業については、現在の賃上げ率の要件（３％、４％）
は維持しつつ、段階的に７％まで、さらに高い賃上げ率の要件が創
設されます。

なお、本措置の適用を受けるために公表すべきマルチステークホ
ルダー方針（給与等の支給額の引上げの方針、取引先との適切な関
係の構築の方針等）について、取引先の消費税の免税事業者との適
切な関係の構築の方針について記載されるよう、記載事項が明確化
されます。また、対象法人に従来の「資本金の額等が 10 億円以上
であり、かつ、常時使用する従業員数の数が 1,000 人以上」に、「常
時使用する従業員数が 2,000 人超の大法人」が追加されます。

※ 1 控除上限：当期の法人税額の 20％
※ 2  教育訓練費の上乗せ要件は、上記とあわせて当期の給与等支

給額の 0.05％以上との要件を追加。
※ 3  中堅企業はプラチナくるみん認定 or えるぼし認定（3 段階目以

上）、大企業はプラチナくるみん認定 or プラチナえるぼし認定。
※ 4  従業員数 2,000 人以下の従前の大企業であっても、その企業が発

行済株式数を 50％超保有している企業と合わせて総従業員数が
10,000 人超の場合には、中堅企業ではなく、大企業となります。

適用時期
①、②の改正については、令和６年 4 月 1 日から令和９年３月

31 日までの間に開始する各事業年度に適用されます。

（2）交際費課税の特例措置の延長と飲食費基準の見直し
交際費課税について、以下の措置が講じられます。

①　中小法人の交際費課税の特例措置（定額控除限度額800万円
まで損金算入可）と交際費のうち接待飲食費の50％までを損金
算入できる特例措置（資本金100億円以下の大法人も適用可）
が３年間延長されます。

②　交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準
が1人当たり1万円以下（現行：5,000円以下）に引き上げられ
ます。

適用時期
①の改正については、令和９年３月 31 日までの間に開始する各

事業年度に適用されます。②の改正については、令和６年４月１日
以後に支出する飲食費について適用されます。

（3）中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の
　　損金算入特例の見直し

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例
は、取得価額が 30 万円未満の減価償却資産（少額減価償却資産）

を取得した場合、合計額 300 万円を限度として、全額損金算入で
きる制度です。

改正案では、法人税の申告書等を e-Tax で提出しなければなら
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中小企業は 5 年間の繰越控除が可能（新設）
（繰越控除する年度は全雇用者給与等支給額対前年度増が要件）
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認定とは

　次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画
を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の
基準を満たした企業は、都道府県労働局へ申請を行うことに
よって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定

（くるみん認定）を受けることができます。
　女性活躍推進法に基づき、一般事業主行動計画の策定・届
出等を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する取組の
実施状況が優良である等の一定の要件を満たした事業主は、
都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定（える
ぼし認定）を受けることができます。
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藤沢法人会は
e-Taxを推進しています！

法人会の税制改正に関する提言の主な実現事項
　令和６年度税制改正では、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経
済の実現を目指す観点から、所得税・個人住民税の定額減税の実施や、賃上げ促進税制の強化等が行われました。また、資本蓄積の推進や生産性
の向上により、供給力を強化するため、戦略分野国内生産促進税制やイノベーションボックス税制が創設され、スタートアップ・エコシステムの抜
本的強化のための措置が講じられました。加えて、グローバル化を踏まえてプラットフォーム課税の導入等が行われるとともに、地域経済や中堅・
中小企業の活性化等の観点から、事業承継税制の特例措置に係る計画提出期限の延長や外形標準課税の適用対象法人の見直し等が行われまし
た（令和６年度税制改正大綱より）。
　法人会では、昨年９月に「令和６年度税制改正に関する提言」を取りまとめ、その後、政府・政党・地方自治体等に提言活動を積極的に行ってまい
りました。今回の改正では、中小企業向け税制措置の適用期限延長、事業承継税制の特例承継計画提出期限延長等、法人会の提言事項の一部が
盛り込まれ、以下のとおり実現する運びとなりました。

法人課税

1中小企業向け賃上げ促進税制
法人会提言

◉中小企業向け賃上げ促進税制については、適用期限が令和６年３
月末日までとなっていることから、その延長を求める。

改正の概要
◉中小企業向けの措置について、教育訓練費に係る税額控除率の上
乗せ措置は教育訓練費の増加割合が５％以上等である場合に適
用できることとし、くるみんやえるぼし（２段階目）以上の認定を
受けた場合に税額控除率５％を加算する措置を加え、５年間の繰
越控除制度が設けられた上で、適用期限が３年延長されました。

事業承継税制

1相続税、贈与税の納税猶予制度

◉特例承継計画の提出期限は１年間延長され、令和６年３月末日ま
でとなっているが、コロナ禍からの完全回復には時間がかかるう
え、エネルギー価格が高止まりしているなど、中小企業を取り巻く
環境は依然厳しい状況にある。特例承継計画の提出期限等の延
長を求める。

◉法人版事業承継税制の特例措置について、特例承継計画の提出
期限が２年間延長されました。

その他

1森林環境税

◉令和６年度から施行される森林環境税について、現在、先行して
別の財源を使って地方自治体に配分（令和５年度は５００億円）さ
れているが、その半分が使い残され基金として積み立てられてい
るとの指摘がある。これでは税が有効に活用されているとは言い
難く、配分方法のあり方など、制度自体を抜本的に見直すべきで
ある。

◉森林環境譲与税に係る譲与基準について、「私有林人工林面積」
の譲与割合を５.５割（改正前：５割）、「人口」の譲与割合を２.５割
（改正前：３割）とする見直しが行われました。

2交際費課税

◉交際費課税の特例措置については、適用期限が令和６年３月末日
までとなっていることから、その延長を求める。

◉交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準が
１人当たり5,000円以下から１万円以下に引き上げられました。
また、中小法人の特例措置に係る適用期限が３年間延長されま
した。

3中小企業の技術革新など経済活性化に資する措置

◉少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置について
は、損金算入額の上限（合計３００万円）を撤廃し全額を損金算入
とする。なお、それが直ちに困難な場合は、令和６年３月末日と
なっている適用期限を延長する。

◉中小企業の少額減価償却資産の特例について適用期限が２年間
延長されました。

法人会提言 改正の概要

法人会提言 改正の概要

法人会提言 改正の概要

法人会提言 改正の概要

4中小企業等の設備投資支援措置

◉「カーボンニュートラルに向けた投資促進税制」は、令和６年３月
末日が適用期限となっていることから、適用期限を延長する。

◉カーボンニュートラルに向けた投資促進税制について、中小企業
者が適用を受けた場合の税額控除率が見直された上で、適用期
限が２年間延長されました。

法人会提言 改正の概要
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